
■申請から許可までの流れ

【農地法第３条関係（所有権移転・賃貸借設定等）】
許可予定日は、農業委員会総会開催日となります。（許可書交付まで総会から３日程度）

【農地法第４条・第５条関係（転用等）】

農業委員会総会→常設審議委員会→知事へ進達→知事許可（許可書交付まで進達から１週間程度）

　〇上記以外の場合　　 農業委員会総会→知事へ進達→知事許可（許可書交付まで進達から１週間程度）

農業委員会総会→常設審議委員会→市長許可（許可書交付まで審議会から５日程度）

　〇上記以外の場合　　 農業委員会総会→市長許可（許可書交付まで総会から３日程度）

３月 31日 （金） ４月 14日 （金） ４月 25日 （火）

４月 28日 （金） ５月 15日 （月） ５月 24日 （水）

５月 31日 （水） ６月 15日 （木） ６月 23日 （金）

６月 23日 （金） ７月 10日 （月） ７月 19日 （水）

７月 24日 （月） ８月 10日 （木） ８月 25日 （金）

８月 31日 （木） ９月 15日 （金） ９月 25日 （月）

９月 29日 （金） 10月 16日 （月） 10月 23日 （月）

10月 31日 （火） 11月 15日 （水） 11月 22日 （水）

11月 30日 （木） 12月 15日 （金） 12月 22日 （金）

12月 28日 （水） １月 15日 （月） １月 25日 （木）

１月 31日 （水） ２月 16日 （金） ２月 22日 （木）

２月 29日 （木） ３月 15日 （金） ３月 22日 （金）

★ 秋田県農業会議常設審議委員会へ意見聴取が必要な事案

【必須事案】　30アールを超えるもの。

【重要事案】　30アール以下でも、次に該当するもの。（ただし、①②③は一時転用の場合を除く。）

　　①「農用地区域内農地」で転用目的が農業用施設以外のもの

　　②「第１種農地」「甲種農地」で転用目的が「農業生産に関連する施設」（農業用施設、

　　　農畜産物処理加工施設、農畜産物販売施設）以外のもの

　　③「第２種農地」で、「農業生産に関連する施設」以外のもの

　　④転用目的が特殊であるもの

　　　・第１種農地、第２種農地に建設する「コンビニエンスストア」

　　　・支柱を立てて営農を継続する太陽光発電設備設置のための一時転用

　　⑤その他農業委員会が意見聴取を求めるもの

令和５年度　農地法関係（３条・４条・５条）申請締切日及び許可予定日

申請締切日 農業委員会総会開催予定日
（北秋田市農業委員会）

常設審議委員会開催予定日
（秋田県農業会議）

 ※ただし、２ha以下の申請について、令和５年４月１日より取扱いが変わります。（予定）

　〇下記★の場合

　〇下記★の場合


